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東
我
堂
村
庄
屋
と
し
て
狭
山
藩

北
条
氏
の
下
、
村
政
に
関
わ
る

　
江
戸
時
代
、
現
在
の
天
美
我
堂
は
丹た
ん

北ぽ
く

郡
西
我
堂
村
と
東
我
堂
村
に
分
か
れ
て
い

ま
し
た
。
天
美
我
堂
七
丁
目
の
善ぜ

ん

正し
ょ
う寺じ

（
真
宗
大
谷
派
）
東
門
前
の
水
路（
現
在
は

道
路
）
が
東
西
両
村
の
境
界
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。
代
々
、
西
我
堂
村
の
庄
屋
は
西

川
家（「
歴
史
ウ
ォ
ー
ク
」
99
）
が
つ
と
め

て
い
ま
し
た
が
、
東
我
堂
村
で
は
山
口
家

が
あ
た
り
ま
し
た
。
両
村
は
、
宝ほ

う
暦れ
き
八
年

（
一
七
五
八
）
よ
り
北
隣
り
の
芝
村（
天
美

西
）
と
と
も
に
、
狭さ

山や
ま
藩
北ほ
う
条じ
ょ
う氏
一
万
石

の
領
地
で
し
た
。

　
こ
の
う
ち
、
天
美
我
堂
四
丁
目
の
府
道

我
堂
ー
金
岡
線
の
西
側
、
府
道
大
堀
ー
堺

線
に
面
す
る
山
口
家
は
、
江
戸
時
代
後
半

以
降
の
庄
屋
建
築
で
す
。
土ど

間ま

や
土
間
添

い
の
二
室
は
今
か
ら
二
百
数
十
年
前
の

十
八
世
紀
中
ご
ろ
に
建
て
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
竹
で
編
ま
れ
た
高
い
天

井
を
持
ち
上
げ
る
よ
う
に
丈
夫
な
梁は

り
が
支

え
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
、
村
全
域
に
打

ち
鳴
ら
し
た
太
鼓
や
明
治
初
年
に
住
宅
北

側
の
高こ

う
札さ

つ
場ば

に
掲
げ
ら
れ
た
太だ

政じ
ょ
う官か
ん札さ
つも

残
さ
れ
て
い
ま
す
。座
敷
や
仏
間
な
ど
は
、

天て
ん

保ぽ
う

年
間
（
一
八
三
〇
〜
四
三
）
に
改
築

さ
れ
た
と
言
わ
れ
、
入
口
は
現
代
に
な
っ

て
再
建
し
た
も
の
で
す
。

　
座
敷
か
ら
眺
め
る
庭
園
は
江
戸
末
期
〜

明
治
初
期
に
作
庭
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
屋
敷
祠
や
石
組
・
春
日
灯
籠
が
植
え

込
み
の
中
に
調
和
し
て
い
ま
す
。

　
山
口
家
は
、
過
去
帳
や
墓
石
銘
に
よ
る

と
、
鎌
倉
時
代
の
正

し
ょ
う

治じ

二
年
（
一
二
〇
〇
）

八
月
二
十
五
日
か
ら
書
き
お
こ
し
、
間
を

お
い
て
、戦
国
時
代
の
天て

ん
正し

ょ
う二

年
（
一
五
七

四
）
九
月
に
亡
く
な
っ
た
忠ち

ゅ
う
五ご

郎ろ
う
か
ら
今

日
ま
で
脈
々
と
続
い
て
い
ま
す
。

　
と
く
に
、
天て

ん
明め
い
六
年
（
一
七
八
六
）
八

月
、
八
十
九
歳
で
往
生
し
た
新し

ん
兵べ

衛え

は
狭

山
藩
北
条
氏
の
財
務
の
一
担
を
援
助
し
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
山
口
家
の
南
門

の
天
井
に
籠か

ご
が
つ
る
さ
れ
て
い
ま
す
。
も

と
も
と
、
こ
こ
に
は
四
棟
の
米こ

め
倉ぐ
ら
が
建
っ

て
い
ま
し
た
が
、
明
治
時
代
以
降
、
今
の

よ
う
に
門
と
し
た
も
の
で
す
。
新
兵
衛
ら

は
、
江
戸
時
代
後
半
以
降
、
こ
の
籠
に
乗

っ
て
狭
山
池
（
大
阪
狭
山
市
）
の
ほ
と
り

に
あ
っ
た
狭
山
藩
の
陣
屋
に
参
勤
し
た
と

伝
聞
さ
れ
て
い
ま
す
。
七
代
藩
主
北
条
遠

と
お
と
お

江み
の
守か
み
氏う
じ
彦よ
し
か
ら
、
十
二
代
相さ
が
模み
の
守か
み
氏う
じ
恭ゆ
き
の

幕
末
ま
で
続
い
た
よ
う
で
す
。

　
山
口
氏
と
狭
山
藩
主
北
条
氏
と
の
接
点

の
中
で
、
山
口
家
に
二
通
の
藩
主
宛
の
書

状
が
額
装
さ
れ
て
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
興
味
が
そ
そ
が
れ
ま
す
。
一
つ

は
、
熊
本
藩
の
細ほ

そ

川か
わ

越え
っ

中ち
ゅ
う守の
か
みが

北
条
伊い

勢せ
の

守か
み
に
宛
て
た
二
月
の
書
状
。も
う
一
つ
は
、

豊
後
（
大
分
県
）
日ひ

出じ

藩
の
木き

の
下し

た
織お

り
部べ

が

北
条
遠
江
守
に
宛
て
た
十
二
月
の
書
状
で

す
。
い
ず
れ
も
年
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、
細
川
氏
が
四
代
伊
勢
守
氏う

じ
治は

る
へ
、
ま

た
木
下
氏
が
九
代
遠
江
守
氏う

じ
喬た

か
へ
差
し
出

し
た
私
信
と
思
わ
れ
ま
す
。
東
西
我
堂
村

や
山
口
氏
と
の
関
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
同
家
に
代
々
、
受
け
継
が
れ
て
き
た

も
の
で
す
。

　
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
六
月
に
書

か
れ
た
東
西
我
堂
村
の
檀
那
寺
で
あ
る
善

正
寺
に
残
る
『
善
正
寺
寶ほ

う
物も
つ
古
器
物
古
文

書
目
録
』
の
中
に
も
、
藩
主
が
書
い
た
と

伝
え
る
扁へ

ん
額が
く
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
嘉か

永え
い

六
年
（
一
八
五
三
）、
前
年
に
継
職
し

た
十
一
代
美み

濃の
の
守か
み
氏う
じ
燕よ
し
が
同
村
を
巡
見
し

た
際
、
善
正
寺
の
山
号
で
あ
る
「
天あ

ま

見み

山さ
ん
」
と
し
た
た
め
た
と
言
わ
れ
、
本
堂
正

面
に
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

嘉
永
六
年
時
の
山
口
家
当
主
は
、
定さ

だ

一い
ち
郎ろ
う
で
し
た
。
定
一
郎
は
明
治
後
半
ま
で

活
躍
し
ま
し
た
が
、
定
一
郎
の
祖
父
の
市い

ち

郎ろ
う

兵べ

衛え

も
文ぶ
ん

化か

九
年
（
一
八
一
二
）、
氏

神
の
我
堂
八
幡
宮
に
狛こ

ま
犬い
ぬ
を
奉
献
し
、
本

殿
前
に
現
存
し
て
い
ま
す
。
同
時
に
、
西

鳥
居
も
市
郎
兵
衛
ら
が
奉
献
し
た
も
の
で

そ
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

近
代
に
な
っ
て
も
、
定
一
郎
の
孫
の

為た
め

三さ
ぶ

郎ろ
う

は
明
治
後
半
か
ら
昭
和
初
期
ま
で

の
二
十
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
天
美
村
や

布
忍
村
の
村
長
を
つ
と
め
て
い
ま
し
た
。

そ
の
間
、
我
堂
八
幡
宮
本
殿
前
の
〆し

め
石い
し
を

大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
十
一
月
、
大
正

天
皇
の
御ご

大た
い

典て
ん

記
念
と
し
て
、
西
我
堂
の

西
川
氏
と
共
に
寄
進
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

神
社
の
西
側
、
府
道
に
面
し
た
善
正
寺
に

向
か
う
旧
道
の
南
側
に
も
石
堂
に
祀
ら
れ

た
地
蔵
尊
を
講
の
人
た
ち
と
共
に
寄
進
し

た
の
で
す
。

西田 孝司（松原市文化財保護審議会）

▲南門につるされた籠　昭和
58年3月、前当主が山口家の
由来を説明板に記している。

▲庭から座敷をのぞむ　池水・
滝組や大石を配し、回遊式に
玄関先まで続いている。

▲山口家住宅（天美我堂4丁目）
山口家正面に向かって左側の
塀に高札場があった。

▲狭山藩主北条氏宛の書状　
右が北条伊勢守、左が北条遠
江守宛。


